
はじめに

冷戦構造の崩壊後生じた紛争の多発、国際社会の多様化、グローバル化に伴い、武力紛争

下の重大な人権侵害、国内外への大量難民、重大な犯罪の不処罰、テロ組織および国際犯罪

組織による人権侵害、女性・児童に対する暴力・虐待、サイバー犯罪などのインターネット

を通じた人権侵害、絶対的貧困、エイズウイルス（HIV）等伝染病などの人権問題が国際社会

で注目を集めるようになった（1）。他方で、グローバル化は、人権の世界大での普遍的適用を

要請している。こうした諸課題に直面した国際連合は、各機関に分散して担われ、また国連

人権委員会で過度に政治化していた人権活動を見直し、国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）

の設置、人権の主流化、国連人権委員会の廃止と国連人権理事会の創設および制度構築の採

択、人権諸条約の実施機関の強化プロセスなどの改革努力を通じて、これらの人権問題に複

線構造の人権保障制度を用いて総合的・効果的に対処をはかろうとしている（2）。

グローバル化の進展に伴う国の領域管轄権を超えて生じる人権問題や非国家主体による国

際的に影響をもつ人権侵害は、国家はその領域管轄権内にある個人に対して条約に定める人

権を保障するという人権保護の古典的な法枠組みだけでは必ずしも十分には対応しきれなく

なりつつあるのかもしれない。しかし、国連人権諸条約の実施機関は、まずは既存の条約の

枠組みのなかで条約に定める手続きおよび義務の発展的解釈と条約間での調整を通じてグロ

ーバル問題への対処をはかってきた。本稿の前半では、そうした若干の例を検討する。他方、

諸国は、国連憲章を基礎とする人権保障手続と非法的国際人権文書を用いることで、国際社

会全体に影響を与える大規模な人権侵害や非国家主体による人権侵害への対処を強めてきて

いるように思われる。これらの選択は究極的には諸国の合意に根ざすものではあるが、個々

の場面では、国家の同意や国の法的義務を超えた広義の人権規範の形成と遵守を国際機関お

よび市民社会が要求し、国家の機能を縮小するように働く場合がある。本稿後半ではそうし

た若干の例を取り上げて今後の国際人権保障の課題を検討してみたい。

1 国際人権条約実施機関による条約義務の発展的解釈と国家

（1） 人権条約の義務の構造と条約実施機関の役割

①人権条約の義務の構造

人権は人の国家に対する権利であり、人権条約は、通常、締約国が個人に対して条約に定
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める人権を保障する義務を負うという形態をとる。かつては、国は、自由権については個人

の市民的・政治的権利を侵害しない即時実施義務を負い、社会権については給付によって個

人の経済的・社会的・文化的権利を漸進的に実現する義務を負うという考え方が主流であっ

たが、グローバル化とともに人権のさまざまな側面とすべての人権の不可分性、相互依存性

および相互連関性が再認識され、国は、各人権について権利を侵害しない尊重義務、権利を

積極的に実現する充足義務、さらに権利を他人の侵害から擁護する保護義務を負っていると

する見方が有力になっている（3）。しかし、いずれの場合も国家に義務履行を求めるという点

での国家中心の義務構造は不変であり、人権条約は非国家主体に直接義務を課すものではな

い。

また締約国は、その管轄権の下にある個人の人権を保障する義務を負っており、通常念頭

に置いているのは領域管轄権下にある個人である。グローバル化は物だけでなく人・情報等

の国際移動を飛躍的に増大させたが、人権保障義務は締約国の領域管轄権が及ぶことを基本

に置いて締約国の義務として設定されている。そこで領域外での人権侵害にどう対処するか

が問題となる。

②条約実施機関の補完的役割

人権問題は、第2次世界大戦以前は国家の国内管轄事項であり、現在も、条約義務を離れ

てすべての人権問題が国際関心事項となるわけではない。したがって、条約が定める国家の

人権保障義務も、まずは締約国自身による国内実施が基本に置かれている（例えば自由権規約

第2条2および3参照）。条約実施機関による国際的監視は、国内的実施を補助する補完的なも

のと位置づけられる。他方、今日「すべての人権および基本的自由を助長し保護することは、

政治的、経済的および文化的な体制のいかんを問わず、国家の義務である」（ウィーン宣言第

5原則）（4）とされる。しかし実際にはグローバル化の反面として、多様な歴史的、文化的、宗

教的背景あるいは政治的、経済的、社会的理由から人権の普遍性に対するさまざまの挑戦が

なされている。

そこで国際社会における多様性の尊重と国際人権の普遍性の堅持という異なる要請の間に

バランスを保ちつつ国際人権保障を促進する機能が、国連人権条約実施機関の重要な機能と

して期待されている。しかし条約手続は、締約国全体に適用できるものとしては国家報告制

度（例えば「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の第40条）しかなく、権利主体である個

人の保護に適用できるものとしては締約国の受諾を必要とする個人通報制度（例えば「市民的

及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書」）しか存在しない。この制約（国家通報制度〔例

えば「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の第41条〕は機能していない）のなかで、人権

条約実施機関が、条約に定める人権の普遍性を維持しつつ、同時に人権の内容を国際社会の

ニーズに適合させて発展させるために利用できる主要な道具は、国家報告手続における最終

見解（concluding observations,「総括所見」の訳もある）、個人通報手続における見解（views）、

これらを総合して条約規定について注釈する一般的意見（general comments）である。国連人

権諸条約の実施手続は、グローバル化に伴い生じる人権問題それ自体に直接即応する機能は

有しておらず、むしろ、それらが条約に定める人権の保障に抵触する限りで、その是正を求
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める機能を果たす。以下では、自由権規約委員会の若干の例を取り上げ、条約実施機関が、

新しく生じる人権問題に対処するための権限をどのように確保し、条約の解釈、特にその発

展的解釈（5）を通じて実際の問題にどのように対処しているのかをごく簡単だが概観しておき

たい。

（2） 人権条約の発展的解釈をめぐる条約実施機関と国家の対立と調整

国際社会の分権的構造を反映して、従来条約の解釈権は個々の締約国にあるとされてきた。

国連人権条約の実施機関は、欧州や米州の人権裁判所のような拘束力ある判決を下す権限を

付与されておらず、国家報告や個人通報の検討の後、上記の最終見解、見解および一般的意

見を決定する権限のみを有する。これらのいずれも、それ自体としては勧告的効力しか認め

られていない（6）。それにもかかわらず、法的拘束力のない見解や一般的意見を通じて、条約

実施機関が条約起草当初の締約国合意を超えた条約規定の発展的解釈を推進してきており、

それが条約実施機関の慣行として定着してきている現実を直視する必要がある。以下では主

に自由権規約委員会を例に、条約実施機関が新たな問題に対処するためどのように権限を確

保し、問題に対応してきたのかを若干の例でみておきたい。

①国家の留保権と実施機関による留保の規制

締約国が人権条約に留保を付すことは当該条約が特に制限していない限り許容されている。

しかし人権条約が広範な締約国とともに規範内容においても普遍性を保つためには、条約の

普遍性（締約国数）と一体性を兼備する必要がある。この要請を満たすため国際司法裁判所

（ICJ）は、周知のジェノサイド条約留保事件で留保の条約目的との両立性という基準（com-

patibility test）を採用し、同基準は後のウィーン条約法条約でも採用されたが、両立性の判断

権は個別国家に委ねられた（条約法条約第19条、第20条）。

自由権規約の実施過程では同規約に定める人権を自国の憲法またはシャーリア法（イスラ

ーム法）の範囲内でのみ認めるといった相当数の留保が付されたため、留保の数、内容、範

囲が同規約の一体性と実効性を危うくする状況を生み出した（女子差別撤廃条約でも同様の状

況が発生）。そこで自由権規約委員会は、欧州人権委員会および裁判所の先例も踏まえて、一

般的意見24（7）で、留保の規約目的との両立性の判断権は同委員会にあり、規約目的と両立し

ない留保は当該留保のみ無効となるとする意見を採用し、同規約および議定書の下で許容さ

れない留保を詳細に列挙した。英・米・仏3ヵ国はこの意見に強く反駁する異例の意見を提

出したが、委員会はロウル・ケネディー事件の受理許容性決定において、一般的意見24に従

い、トリニダード・トバゴの自由権規約選択議定書に対する留保を無効と判定した（8）。

規約の人権を国内法の範囲内に閉じ込める留保をこの判定権の行使により実際に規制する

ことには困難があるが、国連人権条約に付された留保については条約実施機関が両立性の判

断を行なう権限を有するという先例を確立したことの意義は大きく、国連国際法委員会（ILC）

も、2011年の条約の留保に関する実行ガイドラインで条約監視機関による権限範囲内での留

保の許容性判定権を追認している（ガイドライン3.2）。ちなみに日本政府は、2012年に、社会

権規約第13条2（b）および（c）の規定に言う高等教育への「無償教育の漸進的な導入」に拘束

されない旨の留保を撤回した。日本政府が人権条約に付した留保を撤回した初めてのケース
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である。

②発展的解釈と最終見解、見解および一般的意見の法的意味

自由権規約の条文は生きた文書であり、今日の諸条件に照らして解釈しなければならない、

という欧州人権裁判所に端を発した人権文書の発展的解釈の手法は、今や国連条約実施機関

に共通のものである。この名を冠するか否かにかかわらず、自由権規約委員会は、同規約の人

権諸条項の発展的解釈を展開してきた。同規約第26条の差別禁止規定は社会権にも適用され

るとしたブレークス事件見解、外国への追放または犯罪人引き渡し決定の必然的かつ予見可

能な結果として他の管轄権下で規約上の権利が侵害される場合には、当該追放または引き渡

しを行なう規約当事国が規約に違反するとしたキンドラー事件見解、死刑廃止国は死刑存置国

と異なり、自国外でも死刑適用の現実の危険に曝さない義務を負うとしたジャッジ事件見解、

委員会には安全保障理事会の強制措置の実施のために執られた締約国の国内措置が規約と両

立するか否かを検討する権限があるとしたサヤディほか事件などは、その代表的事例であろ

う（9）。委員会は、個人通報手続の見解および国家報告検討手続の最終見解をまとめて条文ご

とに一般的意見を作成しており、委員会としての規約解釈はこの一般的意見に集約的に示さ

れている。

これらの法的拘束力のない委員会の見解や一般的意見がどの程度有権的なものかについて

委員会自身は、一般的意見33において、見解は規約解釈の任務を負う機関による権威ある決

定（an authoritative determination）であり、この性質は委員会と協力し、誠実に行動する締約国

の義務からも導かれるという立場を表明した（10）。この見方には締約国は必ずしも同意してい

ないが、ICJは、パレスチナ占領地壁建設事件勧告的意見で、自由権規約委員会の見解を規約

第2条に関するICJの解釈を補強するために援用し、さらにディアロ事件本案判決で、国際法

に必要な明白性、一貫性および法的安定性を理由に、「規約の自らの解釈について自由権規約

委員会の解釈をモデルとすることを決して義務づけられてはいないが、その条約の適用を監

督するために特に設置されたこの独立の機関により採用された解釈に大きな重みを与えるべ

きだと確信する」と明言した（11）。形式的には法的拘束力のない委員会の見解に示された規約

解釈について、ICJが「大きな重み」を与えた事実は法的にみても無視できない要素がある。

現在 ILCは条約解釈に関連した国家合意および国家実行のテーマを検討しており、そこで条

約監視機関の意見がどのように取り扱われるかも注視すべき点である。国内裁判所が条約実

施機関の見解等で表明された条約解釈を法理論上どのように評価するかという問題はそれ自

体として分析が必要であるが、同時にこうした解釈が果たす現実的機能についても十分考察

しておく必要があろう。

③条約規定の領域外適用

自由権規約は「その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人」（第2条1）に

対して規約に定める人権を尊重し確保することを締約国に義務づけるが、領域外にある個人

に対しても人権保護義務を負うかが問題となってきた（例えばグアンタナモ基地に収容された

被拘禁者の処遇）。自由権規約委員会は、初期の事件でウルグアイ国家機関によるアルゼンチ

ンおよびブラジルでの逮捕行為に対して規約の適用を認めた例があったが、パレスチナ占領
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地壁建設事件の ICJ勧告的意見は、この事例に言及して、規約の目的を考慮すれば国が域外

管轄権を行使する際にも規約は適用されるとするのが自然な解釈であると認めた（12）。こうし

た決定も受けて自由権規約委員会の一般的意見31（2004年）は、締約国は規約上の人権を領

域内にいなくても締約国の権力内または実効的支配下にあるすべての個人に対して尊重およ

び確保しなければならないと定式化し、そのなかには海外に平和維持または平和執行活動で

派遣された部隊をも含めて、このような部隊の権力または実効的支配下に入った個人が含ま

れるとしている（13）。

社会権規約および児童の権利条約が国の域外行為について適用されることは上記 ICJの勧

告的意見で確認され、女子差別撤廃委員会も、特に武力紛争における女性の人権の保護に関

連して、同条約の域外適用を繰り返し確認している（14）。以上のように、人権諸条約の領域外

適用に関する法解釈は今や確定していると言ってよいが、海外に多数の兵士を派遣している

米国は、この解釈に同意しておらず、2014年の自由権規約委員会における最終見解も、委員

会の確立した先例および ICJの先例にもかかわらず同国が領域外において管轄権下にある個

人への規約の適用を認めていないことを遺憾とし、「後に生じた慣行」を含めて規約を誠実に

解釈するように勧告している（15）。

④非国家主体の行為に対する国の責任と非国家主体への人権条約の適用

武力紛争の多発およびグローバル化に伴う多様な行為主体の登場は、非国家主体による人

権侵害行為に対して人権条約上いかなる対処が可能かという問題をも提起させた。人権は実

定法上、個人の国家に対する権利であり、個人に対して人権保障の義務を負うのはもっぱら

国家である。周知のように憲法では、三菱樹脂事件最高裁判所判決以来、憲法の人権規定は

私人間に直接適用できず、私人間関係においては、各人の自由および権利の対立調整は原則

として私的自治に委ねられ、社会的許容性の限度を超える侵害がある場合にのみ法が介入

（個別領域の法律の制定・適用、民法の一般条項や不法行為規定の適用）して人権保護の調整をは

かるという考え方がとられてきた（16）。

人権諸条約においても、個人の人権を保障する義務はもっぱら国家が負うとされる。自由

権規約委員会の一般的意見31が述べるように、同規約「第2条1の義務は、国際法上、締約

国を拘束しそれ自体として水平的効果を有しない」。しかし、「規約上の権利を確保する締約

国の積極的義務は、国家機関による権利侵害だけでなく、権利の享有を損なう私人または私

的団体の行為からも個人を保護する場合にのみ完全に履行される。私人または私的団体によ

る侵害行為から生じる被害を許容し、または、防止・処罰・調査または救済するために適当

な措置をとりもしくは相当の注意（due diligence）を払うことを怠った」場合には「国家によ

る権利侵害が生じる」（17）との認識が強くなってきている。締約国が、非国家主体による人権

侵害から個人を保護するために行使しなければならない防止および処罰のための「相当の注

意」義務の程度は、保護すべき人権、非国家主体と国家機関の関係、人権侵害の態様によっ

て多様であるが、条約が国家の執るべき措置を定めている場合がある。例えば、自由権規約

第20条は私人の戦争宣伝および差別、敵意または暴力の扇動となる国民的、人種的または宗

教的憎悪の唱導を法律で禁止する積極的義務を国に課すが、人権条約によってはさらに詳細
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に国の義務の内容を特定化したものもある。

人種差別撤廃条約は、個人、集団または団体による人種差別をすべての適当な措置により

禁止・終了させる一般的義務（第2条1（d））に加え、人種的優越・憎悪に基づく思想の流布、

人種差別の扇動、人種差別を助長・扇動する団体および宣伝活動など第4条（a）および（b）に

定義する行為を「法律で処罰すべき犯罪」とすること、人種差別の結果被った損害に対し公

正かつ適正な賠償または救済を権限ある自国の裁判所に求める権利を確保すること（第6条）

を国に義務づける（18）。例えば人種差別撤廃委員会の一般的意見35（19）が第4条の法律で禁止し

なければならない行為について一定の基準を示したように、委員会の見解や一般的意見を通

じて国の義務の内容が基準化されていく傾向にある。同様に女子差別撤廃条約は、女子差別

の定義に市民的（civil）分野における差別を含め（第1条）、締約国に個人、団体または企業に

よる女子差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる一般的義務（第2条1（e））を課した

うえで、あらゆる形態の女子の売買および売春からの搾取を禁止するための適当な措置をと

る義務（第6条）、第11条に定める雇用分野における女子差別および婚姻または母性を理由と

する女子差別を撤廃するための適当な措置をとる義務をはじめ、締約国に私的領域における

女性差別を撤廃するためにあらゆる適当な措置をとる積極的義務を課す（20）。適当な措置の選

択に締約国の裁量権を認めた規定が多いが、なかには妊娠・母性休暇または婚姻を理由とす

る差別的解雇を「制裁を課して禁止する」ように求めた義務もある。女子差別撤廃委員会も、

例えば一般的意見19（1992年）が人種差別の定義に「ジェンダーに基づく暴力」を含め、家

庭内での暴力や労働の場における性的危害やセクシャルハラスメントに対する刑事制裁、民

事救済、賠償を含む効果的な措置をとるよう締約国に求めたことにみられるように、締約国

がとるべき措置をいっそう基準化する役割を果たしている（21）。

これらの基準に基づいて条約実施機関は、刑事制裁も含む具体的な措置を締約国に求める

ようになっている。例えば、2014年日本の第7―9回定期報告に対する人種差別撤廃員会の

最終見解は、人種差別禁止の包括立法や第4条（a）および（b）に対する留保の撤回、同条を実

施する刑法改正を求めるとともに、ヘイト・スピーチに関連しては、デモ・集会中の人種的

暴力および憎悪の扇動とともに憎悪および人種主義の表明に断固とした対処を行ない、イン

ターネットを含むメディアでのヘイト・スピーチと闘うための適当な措置をとること、なら

びに、この行為に責任のある団体と私人を調査し、必要があれば、訴追すること、および、

ヘイト・スピーチを流布し憎悪を扇動した公務員および政治家に適当な制裁措置を追求する

ことを勧告した（22）。日本は人種差別撤廃条約第4条（a）および（b）については「日本国憲法の

下における集会、結社及び表現の自由」と抵触しない限度において義務を履行するとの留保

を付しており、勧告の表現もとるべき対応措置については日本の留保と裁量を考慮した表現

とはなっているが、調査および必要に応じて訴追や制裁措置をとる義務があることならびに

刑法改正を行なうべきことを明言したものとなっている。国家報告手続の下での懸念の表明

と勧告は、留保等への配慮はあるものの、純粋な法律論の立場からのみなされているわけで

は必ずしもないように思われる。委員会は一般的勧告で、留保を維持する場合には、その理

由と範囲、その厳密な効果の内容を説明するよう求めており、憲法に基づく集会、結社およ
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び表現の自由と人種差別撤廃条約の下で許されない表現の接点をより明確にしていくことが

国際的には求められている。

拷問等禁止条約、強制失踪条約、児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書では、

各条約に定義する行為を国内犯罪化しその重大性を考慮した刑罰を科すこと、条約の定めに

従って刑事裁判権を設定すること（特に容疑者所在地国となる場合）、犯罪人引き渡しを容易に

することが締約国に義務づけられ、拷問等禁止条約および強制失踪条約では、容疑者所在地

国となった場合に当該容疑者を引き渡すかまたは訴追する（auto dedere auto judicare）ことが

義務づけられている（23）。拷問等禁止条約は「公務員その他の公的資格で行動する者により又

はその扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われる」拷問を禁止し、強制失踪

条約は「国の機関又は国の許可、支援若しくは黙認を得て行動する個人若しくは集団」を禁

止するため、処罰義務は国家と特定の結びつきのある非国家主体に限定される（ただし強制

失踪条約はこれ以外の個人・集団の行為についても調査および責任者を裁判に付すための措置をと

る義務を課す）が（24）、他方、児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書は、私人の児

童の売買、児童買春、児童ポルノを処罰対象とする（第2条）。この領域でも、不処罰を許容

しないために、国内法で条約の定義に従った独立罪を設けること、時効を廃止または長期間

とすること、刑罰を厳格化するとともに上官責任を採用することなど刑事法の一定の国際標

準化を求める傾向が顕著である（25）。

女子差別撤廃委員会の一般的意見30によれば、非国家主体による人権侵害行為について国

が責任を負うのは、①非国家主体の行為が国際法に基づき国に帰属する場合、②私人の行動

を相当の注意をもって防止、調査、処罰しおよび救済を確保する義務を怠った場合であるが、

これとは別に、国際人道法が非国家主体を拘束する義務を含んでいるように、特に一定の政

治的権力をもった武装集団が領域や住民に支配を及ぼしている場合には、非国家主体も国際

人権法を尊重する義務を負い、人権法の重大な侵害は個人の刑事責任をもたらすとされる（26）。

国際刑事裁判所（ICC）規程に定義された国際犯罪に該当する重大な人権侵害を行なった個人

は同規程に基づき ICCに刑事訴追されうるが、一般的意見30は、国境を超えて行動するイス

ラーム武装勢力ボコ・ハラムや ISIL（いわゆる「イスラム国」）の重大な人権侵害行為に対抗

して、直接条約義務を課そうとする試みと思われる。この議論が今後どう展開するのかが注

目される。

紛争の多発やグローバル化がもたらす新しい人権問題に対処して、人権条約実施機関が見

解、最終見解、一般的意見により、かつ、条約の抽象的規定の解釈を通じて、条約起草時に

は想定されていなかった国の義務を導き出していることは紛れもない事実であろう。しかも、

国連人権諸条約の実施機関は委員長の会合や相互の交流を通じて、それぞれの実施機関が採

用した条約解釈が齟齬を来さないように緊密な調整を行なってきているように思われる。厳

密な法律論からすればこれらの実施機関の見解や一般的意見に法的拘束力はないが、法律論

は法律論として厳密に行ないつつも、これら実施機関の見解や一般的意見が行為規範化され

ていくプロセスを十分考慮した対応が締約国政府にも市民社会にも求められることになるだ

ろう。
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2 国連人権理事会による非拘束的人権文書に基づく人権保障の推進と国家

国連には人権諸条約に基づく人権保障制度とともに、国連憲章を根拠とする人権保障制度

がある。憲章に基づく人権保障手続は、法的な手続きというよりも政治的な機関による非法

的な手続きであるが、すべての国連加盟国を対象として、人権の尊重と促進をはかる手続き

として、きわめて重要であるので、ごく簡潔にではあるが、その特徴と機能についてふれて

おきたい。以下では、普遍的定期審査（UPR: Universal Periodic Review）と特別手続（special pro-

cedures）のみを取り上げる。これ以外に、旧1503手続に起源を有する不服申立手続（27）がある

が、その有効性には疑問もあり、ここでは省略する。

（1） 普遍的定期審査（UPR）における国家と国際機関

①UPRの基本的仕組み

UPRは現在第2巡目に入っているが、人権理事会発足後に新設された多数国間手続で、す

べての国連加盟国を審査対象とし、人権理事会の下（主要には理事国で構成される作業部会）

で理事国およびオブザーバー国が被審査国の全般的人権状況をピアレビューする。被審査国

は、同国が準備する報告書と人権高等弁務官事務所（OHCHR）が作成する被審査国に関する

国連公式文書の集成および関連利害関係者からの情報を基礎として、国連憲章、世界人権宣

言、被審査国が当事国となっている人権文書、自発的誓約および約束を基準に置き、適用可

能な国際人道法を考慮して審査され、その結果が最終成果文書として採択される（制度構築

決議の1―32）。被審査国は、自国に対して行なわれた勧告について受諾または拒否を自由に

決定することができるが、受諾した勧告については実施しなければならず、理事会はそのフ

ォローアップを行なうことになっている。もっとも次回以降の審査で前回の成果文書の実施

に焦点を合わせるほかは、50ヵ国程度の被審査国が暫定報告書の形態で自発的に自己評価の

結果を公表しているだけで、理事会としての組織的評価の仕組みは存在しない。

②UPRにおける国家と国際機関

UPRは国連加盟国が負う人権保障義務の遵守状況を法的に評価する手続きではない。確か

に審査国の勧告には、人権条約実施機関が最終見解でふれた勧告をそのまま取り上げたと思

われるものも相当数ある。例えば、未締結の条約の批准、留保の撤回、個人通報手続の受諾、

特別手続報告者の受け容れ、国内人権機関の設置と人的・物的条件整備等がそれである。し

かし、勧告が常に法的な意味で被審査国が負っている義務の履行を求めているわけではない。

例えば、日本その他死刑存置国に対する西欧諸国の死刑廃止または死刑執行停止の勧告は、

被審査国が実定法上死刑廃止義務を負っているという理由ではなく、死刑廃止を望ましいと

する政策的観点からなされたものである。一般に欧米諸国は、被審査国の市民的・政治的権

利の重大な侵害（拷問、即決処刑、恣意的拘禁、人権擁護者への迫害、表現の自由に対する恣意

的制限、少数者の権利の剥奪、女性に対する差別や暴力、人身売買など）の事態や事件を批判し、

これらの人権の尊重、被害者の救済、人権侵害責任者の訴追・処罰等を求める勧告を意識的

に行なう傾向がある。これに対し、アジア・アフリカ諸国は、他国の人権状況、特に自由権

の侵害を批判するような勧告を抑制し、同地域の国の人権政策、特に経済的・社会的・文化
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的権利や発展の権利における成果を称賛し、いっそうの前進を期待する内容の勧告が顕著で

ある（28）。欧州連合（EU）諸国、東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国、アフリカ連合（AU）諸

国など各地域グループの政治的行動が顕著だと指摘されるゆえんである（29）。各国の勧告内容

が政治的判断によって決定されるため、二国間の人権問題が取り上げられることもしばしば

ある。

しかし、勧告の受諾または拒否の決定権は最終的に被審査国にあるため、被審査国が望ま

ない人権措置をとるよう求めても事態の改善を期待することはできない。もっとも実際には、

グループ諸国の協力も得て受諾しやすい勧告が多数なされることも多く、多数の国にとって

拒否の対象となるのは比較的少数の勧告にとどまる（日本の場合は死刑廃止関係、代用監獄制

度の見直し、従軍慰安婦問題での法的責任の承認と国家賠償に関する勧告など）。被審査国が多数

の国と利害関係者に対して自発的に勧告を受諾した以上、その国は自国の信頼と威信にかけ

ても当該の人権勧告を実現しようと努力することを期待でき、その結果、被審査国の人権状

況の発展に資することにもなろう。主要人権条約には相当数の未締結国が存在し、条約を締

結しても国家報告を提出しない国が存在するが、UPRについてはこうした問題は生じていな

い。これも、国が他のすべての国連加盟国に対して行なう約束の重みを示すものと言えよう。

確かに被審査国が拒否した勧告は、その国が態度を変更しない限り、事態の改善を望めない

が、この限界はUPR制度の下ではやむをえまい。現在までのところ、UPRの被審査国につい

て、人権条約の国家報告手続の下で採択された最終見解の勧告内容と矛盾するような勧告が

UPR審査国から出され、被審査国がそれを受諾したという例は報告されていないし、UPRで

の審査が最終見解の勧告を履行しない口実とされた例も存在しない。UPRは、条約手続のよ

うな条文ごとの細部にわたる人権状況の検討はできないが、すべての国連加盟国の全般的人

権状況を把握し、被審査国の自発性を引き出すことで人権状況の改善をもたらす重要な手続

き（30）と位置づけられよう。

同手続きには、国家以外の利害関係者（国内人権機関〔NHRI〕、非政府組織〔NGO〕など）が

国家報告作成過程および作業部会での審査過程に積極的に参加することが奨励され、人権理

事会における最終成果文書の採択に際して一般的論評を加える機会を与えられている。今後

第3巡目、第4巡目と手続きを更新していくためには、UPRにおける効果的で透明性のある

フォローアップ手続きの設定とそれへの利害関係者の実質的参加が不可欠となろう。

（2） 特別手続における国際機関と国家

①特別手続の仕組み

旧国連人権委員会の下で「人権の一貫した形態の侵害の事態」を検討した国別手続（1235

手続）と、1980年の強制的非自発的失踪に関する作業部会（WGEID）の設置を嚆矢とするテ

ーマ別手続とは、人権理事会の下で、特別手続と総称される（31）。特別手続の対象となる国と

テーマは人権理事会の設置決議で決定され、任務担当者（mandate-holder、国別は1年または2

年、テーマ別は3年で、更新可能）となる特別報告者、独立専門家または作業部会は、現在で

は人権理事会議長が地域協議グループとの協議を経て指名し理事会の承認を得る。任務担当

者は、理事会が適当と認めた方法によって主題の調査・研究を行ない人権理事会に報告し、
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これを受けて人権理事会はその年次会合で公開の審議を行ない必要な決議を採択する。

特別手続で多用される国別訪問（country visit）は、任務担当者の要請または政府の招請で

行なわれるが、移動の自由（特に制限地域へのアクセス）、調査の自由（すべての人、拘禁施設、

すべての中央・地方当局、NGO・メディア等の代表、証人、被拘禁者等との秘密・不監視の接見、

すべての資料の閲覧）、任務担当者と接触した人の保護、任務担当者の安全が要請される。す

べてのテーマ別手続に対する恒常的招請（standing invitation）を行なっている国は、2015年1

月現在で109ヵ国（日本は2011年）となっている（32）。また任務担当者は、人権侵害の被害者と

主張する者や証人、NGO等から発生した人権侵害事件またはその危険に関する情報（commu-

nications）を受領した場合に、人権を確保するため、担当者の裁量で「申立の書簡（letters of

allegation）」や「緊急アピール（urgent appeals）」を行なうことが認められるようになり、受領

した政府の回答に応じてさらに調査・勧告を行なうことが認められてきている（33）。任務担当

者の任務遂行において、NHRIやNGOが果たす機能（事実調査・被害者調査の詳細情報の提供、

提言、報告書および勧告内容の普及など）および事実としての影響力は時として非常に大きい

ものがある。2015年3月現在、人権理事会は41のテーマ別手続と14の国別手続に取り組んで

いる。

②国別手続における国家と国際機関

「人権の一貫した形態の侵害の事態」を取り上げる国別手続は、旧1235手続が過度に政治

化して正常な機能を阻害するに至った経緯（34）があるため、特定国の人権侵害事態を取り上げ

ることに反対する国もあったが、重大な人権侵害がいまだ少なくない国で発生しており、

2010年以降もベラルーシ、中央アフリカ、コートジボワール、イラン、マリ、シリアについ

て国別マンデートが設定された。以前から手続対象国だったカンボジア、エリトリア、北朝

鮮、ハイチ、ミャンマー、パレスチナ、ソマリア、スーダンと合計で、現在14ヵ国が手続対

象国となっている。2014年から2015年にかけて、人権理事会は、「理事会の注意を必要とす

る人権の事態」（議題4）の下で、ベラルーシ、エリトリア、北朝鮮、ミャンマー、シリア等

の人権状況を審議し、コンセンサスまたは多数決でこれらの国の人権侵害事態に関する決議

を採択した（35）。理事会が必要と決定する場合、さらに国連調査委員会を設置し（エリトリア、

北朝鮮、シリア、2014年ガザ紛争）、または、人権高等弁務官（スリランカ）に要請して特別調

査が行なわれた（36）。

重大な人権侵害事態は、さらに人権理事会から国連総会での審議が行なわれる。その結果、

2014年に総会は、イラン（83対36、棄権68）、シリア（127対13、棄権48）、北朝鮮（116対20、

棄権53）の重大な人権侵害事態を非難し、その是正を求める決議を可決した。北朝鮮の人権

状況に関する総会決議は、2005年以降EU諸国や日本が共同提案国となって毎年採択されて

きたが、2014年の調査委員会報告後に採択された決議は、拉致を含めて北朝鮮の広範かつ深

刻な人権侵害を非難するとともに、犯罪の責任者の ICCへの付託を含めて問題を安保理で検

討するため調査委員会報告書を安保理に提出するよう求めた（37）。このように国別手続は政治

性の強い手続きであるが、重大な人権侵害に対応する手続きとして利用されており、最近で

はコア・クライム（ジェノサイド罪、人道に対する罪、戦争犯罪、侵略の罪）および重大な人権
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侵害については不処罰を許さず、国際刑事問題として事件を ICCに付託するという意識が

徐々に国際社会に広がりつつある。

③テーマ別手続における国家と国際機関

テーマ別手続が扱う課題は重大な人権侵害を扱うものから新たな人権問題を調査・研究す

るものまで多種多様であり、マンデートに応じて作業方法も多様である。現在マンデートが

設定されている41の課題のなかには、旧国連人権委員会時代から更新されてきているものと

して、強制的・非自発的失踪、恣意的拘禁、司法外の恣意的処刑、拷問および非人道的待遇

と刑罰、人権擁護者の状況、児童売買・買春・ポルノ、女性・児童を含む人身取引、女性に

対する暴力、意見と表現の自由、宗教と信仰の自由、移住労働者の権利、極端な貧困、食糧

に対する権利（以上私人からのcomplaintsに対応する権限あり）、対テロ措置における人権保護、

人種主義・人種差別主義・外国人排斥主義、先住民の権利、国内避難民の権利、などが含ま

れており、人権理事会発足後に設定された14の課題には、文化的権利、平和的集会と結社の

権利（以上私人からのcomplaintsに対応する権限あり）、現代奴隷制、真実・正義・賠償・再発

防止の保障の促進、障害者の権利、女性への法的・事実的差別問題、老人の権利、安全な飲

料水および公衆衛生に対する人権、人権と多国籍企業その他の企業、民主的および衡平な国

際秩序などが含まれている。これらの人権問題はその多くが、紛争の多発やグローバル化に

伴う人権問題を反映している。また社会的・文化的権利や人権の構造的側面を対象とした課

題が増えつつある（38）。

これらの手続きが活動の国際基準とするのは国家を拘束する条約規定だけではなく、例え

ば恣意的拘禁作業部会は、依拠すべき国際基準として、世界人権宣言、条約の締約国である

か否かに関係なく自由権規約、あらゆる形態の被抑留者の保護原則、被拘禁者取扱い最低規

則、自由を奪われた少年保護のための国連規則、少年司法運営のための国連標準最低規則の

関連規定、を明示しており、これらの基準に基づいて苦情を受理し、加盟国への訪問を実施

し、調査および勧告を行なうことになる。さらにこれらの手続きの下で、例えば強制的・非

自発的失踪委員会が採択した国連強制失踪宣言に関する一連の一般的意見、旧国連人権委員

会が採択した国内避難民の指導原則、恣意的拘禁作業部会の世界人権宣言第9条に関するフ

ァクト・シートなど、新たな国際基準や指針が作成されていることにも注意を払う必要があ

ろう。これらの決議、基準または指針等は形式的には法的拘束力を有する実定法規範とは言

えないが、少なくとも特別手続における行動準則であり、条約実施機関によって条約規定の

解釈の基準として援用されることもある。

なお最後に、多国籍企業を含む企業が人権享受に及ぼす影響の大きさから、2011年から

「人権と多国籍企業及び他のビジネス企業」という課題が特別手続で取り扱われるようになっ

たが、同作業部会は、国連の「保護、尊重及び救済（Protect, Respect and Remedy）」という枠

組みの下で人権理事会が採択した「ビジネスと人権の指導原則」の普及と効果的実施の活動

を展開している。同原則は、多国籍企業に直接義務を課す方法ではなく、国家の人権保護義

務、企業の「相当の注意（due diligence）」に基づく自主的な人権保護責任、被害者への救済

という枠組みを用いて、この課題に対処しようとする（39）。これに呼応して、例えば児童の権
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利委員会は、「児童の権利に対するビジネス部門の影響に関する国の義務」と題する一般的意

見16（2013年）を採択し、上記枠組みおよび指導原則に基づく企業の自発的行動を尊重しつ

つ、同時に締約国自身の児童の権利に対する保護義務について、「尊重義務」（権利侵害企業

への調達契約や公共投資の抑制義務等）、「保護義務」（企業の権利侵害に対する調査および救済義

務等）、「充足義務」（労働・健康・安全等条件の法的・財政的整備義務等）の内容を詳述し、国

家報告の審査に当たっては、これらの基準の遵守を締約国に勧告し始めている（40）。今後の展

開を注視する必要があろう。

むすびにかえて

以上、国連の人権保障の活動を、人権条約制度に基づく条約実施機関の活動と国連憲章に

基づく人権理事会の活動の双方から概観したが、最後に1点だけ指摘しておきたい。国連の

人権保障制度は、以上にみたように、多様な国連加盟諸国の多様な人権状況に対応するため、

法的性格の強い人権条約の個人通報手続から政治的性格の強い人権理事会のUPRや国別手続

に至るまでの多元的な構造となっている。しかし、これらの異なる手続きはそれぞれが孤立

しているのではなく、条約実施諸機関、人権理事会の諸機関ならびに特別報告者の間での相

互経験交流や、OHCHRの統合的な事務局機能などを通じて、相互に影響を及ぼしあってお

り、国連の人権諸機関としての統一性・一体性を保つというベクトルが強く働いているよう

に思われる。一見条約とは無関係と思われるテーマ別手続における報告書や人権理事会の非

拘束的文書に掲げられた規則や基準が、さまざまの機関で相互に援用されていく過程を通じ

て次第に国際基準として結晶化し、国連人権保障手続に共通する基準として条約解釈等の法

的プロセスにも反映されることは決して少なくない。法的手続においては実定法の立場から

厳密な法解釈が求められるが、他方で、法的拘束力のない文書とか政治的機関によってなさ

れた決定だというだけで提示された原則や基準を形式的に処理してしまわないように人権の

問題状況と手続きに応じた柔軟な対応が今後ますます必要となるだろう。条約締結手続を通

じたハードな法と連動して今日では人権保護の国際的基準や指針がソフトな国際基準または

行動規範として形成され、それらが人権条約の発展的解釈や慣習法化に影響を及ぼしている

という国際人権法の動態を視野に入れることが求められている。今後内容がいっそう多様化

し、各領域において詳細化していく人権規範に締約国が一機関で対応することには限界があ

る。国連人権保障制度を検討するに当たっても、総合的な検討体制とそれらの調整と連携が

必要であろう。また多様化する人権問題に国内裁判所だけで対応することは困難であり、国

連の人権諸手続においてNHRIが有する機能を考慮するならば、「国内機関の地位に関する原

則（パリ原則）」に従ったNHRIの設置は不可欠である。

＊本稿は筆者の個人の見解を述べたものであり、筆者が委員を務める強制失踪委員会の意見を述べた

ものではない。なお、本稿は科学研究費基盤研究（C）「人権規範の一般国際法規範への影響とアジ

ア諸国の対応」の研究成果の一部である。
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山社、2013年、5―32ページ。また日本の第1回および第2回UPRにおける報告書、作業部会文書に

ついては、www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken-r/upr_gai.htmlからアクセスできる。

（29） 小畑郁「国連人権理事会における普遍的定期審査」、芹田健太郎・戸波江二・棟居快行ほか編『講

座国際人権法第4巻・国際人権法の国際的実施』、信山社、2011年、108―127ページ。今井直「国連

人権理事会の創設とその活動に関する一考察」、島田征夫・古谷修一編『国際法の新展開と課題―

林司宣先生古稀祝賀』、信山社、2009年、224―228ページ参照。

（30） UPRについては〈www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx〉から基本情報にアクセス

できる。

（31） 阿部浩己・今井直・藤本俊明、前掲注2、189―201、216―218ページ参照。

（32） 国別訪問の指針については国連人権委員会特別報告者・代表による事実調査使節の権限E/CN.4/

1998/45, p. 36参照。なお国別訪問に関する資料は次からアクセス可能〈www.ohchr.org/EN/HRBodies/

SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspx〉。

（33） 人権理事会決議5/2「特別手続の行動規範：人権理事会の任務担当者」第8条（申立の書簡）およ

び第9条（緊急アピール）参照。これらの実施については、例えばカンボジア任務担当者の2014年

報告A/HRC/27/76, paras. 27–33参照。他方、テーマ別手続での例として、恣意的拘禁作業部会の個

人からの苦情と緊急アピールについては、次を参照。A/HRC/27/48, paras. 10–31〈www.ohchr.org/EN/
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Issues/Detention/Pages/Complaints.aspx〉.

（34） 阿部浩己・今井直・藤本俊明、前掲注2、192、218ページ、尾崎久仁子、前掲注1、136―137ペー

ジ。

（35） 国別手続の資料は〈www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx〉参照。

（36） 調査委員会の資料は〈www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx〉の Commission of

Inquiry, Fact-finding Missions and Investigationsの欄からアクセス可能。

（37） A/RES/69/188, para. 8〈www.un.org/en/ga/69/resolutions.shtml〉. 安保理もこれを受けて北朝鮮の人権状況

を2014年12月22日の会合で議論した。他方、ミャンマーの人権状況に関する決議は、人権状況を

改善する政府の措置への期待と歓迎が示されている。

（38） テーマ別手続については〈www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx〉および〈www.ohchr.

org/EN/Issues/Pages/ListOfIssues.aspx〉から各手続担当者を選択することで手続の詳細にアクセスでき

る。

（39） 企業と人権に関する特別手続の現状については、次のリンクから資料が得られる〈www.ohchr.org/

EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtarnsnationalcorporationsandotherbusiness.aspx〉。

（40） UN Doc. CRC/C/GC/16（2013）, in particular, paras. 7–11, 24–31, 32–52; see also CRC/C/IND/CO/3-4, paras. 29.
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